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　８月15日～９月30日の間、ご応募頂きました伊江村観光
イメージキャラクターデザイン621作品の中から伊江村
観光イメージキャラクター選定委員会で10作品を選定しまし
た。11月10日～21日の間にHPや用紙記入による投票を実施
し、投票結果上位５作品が最終審査会に進みました。
　選定基準を踏まえ、伊江村の観光イメージアップにつな
がるか、デザインのコンセプトやストーリー性も考慮し、
委員による投票で上記の作品に決定しました。ネーミング
＆デザインについては一部変更をすることがありますので
ご理解下さい。

村の世帯数と人口の比較 （11月30日現在）
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いえっピー 伊江島の自慢上手（^ Ｏ^ ）/
イージマン

伊江島の魅力を
いいとこドリ！
島の情報をた～くさん
発信していきます。
伊江島生まれの伊江島育ち。
大好きな島の魅力をしゃべらずにはいられないっチュ！
体は小さいけれど、夢はでっかく
世界中の人が伊江島を好きになってくれることっチュ！
伊江島大使として世界に羽ばたくっチュよー♪

大きな伊江島タッチューの帽子がチャームポイント。
帽子にはテッポウユリと船、ジーマーミーのパンツ、
背中には島らっきょうをしょっています。
体は小さいけれど、魅力がいっぱいの個性豊かなキャラ
クターです。
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高額療養費制度とは
　お医者さんでかかった医療費が高額になったときに、みなさんの負担が軽くなるように、窓口での支
払いが自己負担限度額までになる制度です。（自己負担限度額は、年齢や所得区分に応じて異なります）

70歳未満の人の限度額が平成27年１月から改正されます
　同じ人が同じ月内に一医療機関に支払った自己負担額が下表の限度額を超えた場合、その超えた
分が支給されます。認定証を提示することにより、外来・入院とも個人単位で一医療機関の窓口で
の支払いは限度額までとなります。
　ただし、高額療養費の限度額は所得区
分により異なることから、医療機関の窓
口で所得区分を確認し医療費に適用する
ため認定証が必要です。
　認定証が必要な人は役場住民課国保窓
口にて申請をお願いします。（保険税を
滞納していると交付されない場合があり
ます）。

　所得区分を３段階から５段階へ細分化
することによって、それぞれの所得に応じ
た負担になることを目的としています。

高額療養費制度が改正されます!高額療養費制度が改正されます!高額療養費制度が改正されます!
国保からお知らせ 一部

※「総所得金額等」とは、基礎控除後の所得者金額のことです。
☆過去12ヵ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が４回以上あった
場合の４回目以降の限度額です。

　平成26年８月以降に交付されている70歳未満の人の認定証は、制度改正に
伴い有効期限が平成26年12月末日までとなっています。そのため、新しい認定証
（有効期限は平成27年7月末日まで）に切替える必要がありますので平成27年
１月５日以降に手続きされますようお願いします。

なぜ改正
されるの？

平成26年12月まで

所得区分 総所得金額等※ ３回目まで ４回目以降☆

所得区分 総所得金額等※ ３回目まで ４回目以降☆

上位所得者 600万円超

901万円超

600万円超
901万円以下

210万円超
600万円以下

600万円以下
（住民税非課税世帯を除く）

210万円以下
（住民税非課税世帯を除く）

83,400円
150,000円

＋（医療費－500,000円）×１％

252,600円
＋（医療費－842,000円）×１％

167,400円
＋（医療費－558,000円）×１％

80,100円
＋（医療費－842,000円）×１％

80,100円
＋（医療費－267,000円）×１％

35,400円

57,600円

住民税 非課税世帯

住民税 非課税世帯

44,400円

24,600円

35,400円 24,600円

44,400円

93,000円

140,100円

一般

上位所得者

一般

平成27年1月以降

制度改正に伴い限度額適用認定証の有効期間も変わります制度改正に伴い限度額適用認定証の有効期間も変わります

平成27年1月から所得区分と限度額が変更されるため、新しい認定証が交付されます！

お問い合わせ：住民課　国保係　TEL.49-2002

平成26年12月１日から

「児童扶養手当法」の一部が改正されます「児童扶養手当法」の一部が改正されます
大切なお知らせです！大切なお知らせです！

　これまで、公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年
12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給で
きるようになります。
　児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。
　※ 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

・お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合      

など

今回の改正により新たに手当を受け取れる場合

児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。

◆手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで公的年金を受給していた
ことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月1日に支給要件を
満たしている方が、平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から
受給できます。
◆平成26年12月～平成27年3月分の手当は、平成27年4月に支払われます。

新たに手当を受給するための手続き

支給開始日

＜参考：児童扶養手当の月額＞ （平成26年4月～）

・子ども1人の場合…………全部支給：41,020円　
　　　　　　　　　　　　　一部支給：41,010円～9,680円（所得に応じて決定されます）

・子ども2人以上の加算額…2人目：5,000円、3人目以降1人につき：3,000円

※受給している年金額が手当額よりも低いかどうかは、お住まいの市区町村へご相談ください。

◎詳しくは、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
（お問い合わせ先）

福祉保健課　TEL 49－3160

伊江島広報 （2）



高額療養費制度とは
　お医者さんでかかった医療費が高額になったときに、みなさんの負担が軽くなるように、窓口での支
払いが自己負担限度額までになる制度です。（自己負担限度額は、年齢や所得区分に応じて異なります）

70歳未満の人の限度額が平成27年１月から改正されます
　同じ人が同じ月内に一医療機関に支払った自己負担額が下表の限度額を超えた場合、その超えた
分が支給されます。認定証を提示することにより、外来・入院とも個人単位で一医療機関の窓口で
の支払いは限度額までとなります。
　ただし、高額療養費の限度額は所得区
分により異なることから、医療機関の窓
口で所得区分を確認し医療費に適用する
ため認定証が必要です。
　認定証が必要な人は役場住民課国保窓
口にて申請をお願いします。（保険税を
滞納していると交付されない場合があり
ます）。

　所得区分を３段階から５段階へ細分化
することによって、それぞれの所得に応じ
た負担になることを目的としています。

高額療養費制度が改正されます!高額療養費制度が改正されます!高額療養費制度が改正されます!
国保からお知らせ 一部

※「総所得金額等」とは、基礎控除後の所得者金額のことです。
☆過去12ヵ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が４回以上あった
場合の４回目以降の限度額です。

　平成26年８月以降に交付されている70歳未満の人の認定証は、制度改正に
伴い有効期限が平成26年12月末日までとなっています。そのため、新しい認定証
（有効期限は平成27年7月末日まで）に切替える必要がありますので平成27年
１月５日以降に手続きされますようお願いします。

なぜ改正
されるの？

平成26年12月まで

所得区分 総所得金額等※ ３回目まで ４回目以降☆

所得区分 総所得金額等※ ３回目まで ４回目以降☆

上位所得者 600万円超

901万円超

600万円超
901万円以下

210万円超
600万円以下

600万円以下
（住民税非課税世帯を除く）

210万円以下
（住民税非課税世帯を除く）

83,400円
150,000円

＋（医療費－500,000円）×１％

252,600円
＋（医療費－842,000円）×１％

167,400円
＋（医療費－558,000円）×１％

80,100円
＋（医療費－842,000円）×１％

80,100円
＋（医療費－267,000円）×１％

35,400円

57,600円

住民税 非課税世帯

住民税 非課税世帯

44,400円

24,600円

35,400円 24,600円

44,400円

93,000円

140,100円

一般

上位所得者

一般

平成27年1月以降

制度改正に伴い限度額適用認定証の有効期間も変わります制度改正に伴い限度額適用認定証の有効期間も変わります

平成27年1月から所得区分と限度額が変更されるため、新しい認定証が交付されます！

お問い合わせ：住民課　国保係　TEL.49-2002

平成26年12月１日から

「児童扶養手当法」の一部が改正されます「児童扶養手当法」の一部が改正されます
大切なお知らせです！大切なお知らせです！

　これまで、公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年
12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給で
きるようになります。
　児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。
　※ 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

・お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合      

など

今回の改正により新たに手当を受け取れる場合

児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。

◆手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで公的年金を受給していた
ことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月1日に支給要件を
満たしている方が、平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から
受給できます。
◆平成26年12月～平成27年3月分の手当は、平成27年4月に支払われます。

新たに手当を受給するための手続き

支給開始日

＜参考：児童扶養手当の月額＞ （平成26年4月～）

・子ども1人の場合…………全部支給：41,020円　
　　　　　　　　　　　　　一部支給：41,010円～9,680円（所得に応じて決定されます）

・子ども2人以上の加算額…2人目：5,000円、3人目以降1人につき：3,000円

※受給している年金額が手当額よりも低いかどうかは、お住まいの市区町村へご相談ください。

◎詳しくは、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
（お問い合わせ先）

福祉保健課　TEL 49－3160
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平成26年度 自衛官募集の案内について平成26年度 自衛官募集の案内について
1 募集項目　平成26年度陸上自衛隊高等工科学校生徒募集（男子）
受付期間：平成26年11月１日（土）～平成27年１月９日（金）
試 験 日：平成27年１月24日（土）
試験会場：自衛隊沖縄地方協力本部（那覇市）
受験資格：15歳以上17歳未満の男

2 募集項目　自衛官候補生（男子）
受付期間：平成26年12月13日（土）～平成27年１月13日（火）
試 験 日：平成27年１月17日（土）
身体検査：平成27年１月18日（日）
試験会場：自衛隊沖縄地方協力本部（那覇市）
受験資格：18歳以上27歳未満の男女

イベント情報　第19回名護ファミリーコンサート
内　　容：北部地域市民とのふれあい演奏
日　　時：平成27年１月30日（金）
時　　間：開場18時30分　開演19時
場　　所：名護市民会館大ホール

入場無料
※満員の際は、入場をお断りする場合があります。
※駐車場に限りがございますので、お乗り合せの上お早めにご来場ください。

問い合せ：沖縄地方協力本部　名護地域事務所　住所：名護市城1－12－13
　　　　　TEL：0980－52－4064（FAX兼用）　HP：http://www.mod.go.jp/pco/okinawa/

本部警察署からのお知らせ！！本部警察署からのお知らせ！！本部警察署からのお知らせ！！
平成27年1月10日（土）は
「110番の日」です。
～安心の 心をつなぐ 110番～

110番の正しい利用方法について
≪次のことを守りましょう≫

・落ち着いて事件事故を知らせる
・緊急以外は使わない
・いたずら電話は絶対にしない

緊急ではない
「困りごとや各種相談」は、
♯9110を
利用しましょう！！
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必
要
な
事
由
」に

該
当
し
、保
育
所
等
で
の
保
育
を
希
望
さ
れ
る
場
合

幼
稚
園
、

認
定
こ
ど
も
園

保
育
所
、

認
定
こ
ど
も
園

保
育
所
、

認
定
こ
ど
も
園

地
域
型
保
育
事
業
所

利
用
で
き
る
主
な
施
設

※２

※1

※２※２

※3

●保育所入所申込の流れ（保育所等での保育を利用希望の場合）
①

〈保育の必要性〉の
認定申請及び〈保育
所入所申込〉を申請

②
認定証の交付
（2号認定・3号認定）

③
申告者の希望、保育所
等の状況などにより
調整後、入所決定

平
成
27
年
度

〈
保
育
所
入
所
申
込
〉

の
受
付
を
開
始
し
ま
す

　
１
月
５
日
（
月
）
か
ら

　
　
１
月
16
日
（
金
）
ま
で

※

申
込
書
等
は
福
祉
保
健
課
窓
口
か
、

各
保
育
所
で
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

※

入
所
申
込
受
付
の
順
番
は
入
所
選
考

に
影
響
し
ま
せ
ん
。

　
現
在
、
待
機
中
の
児
童
に
つ
き
ま
し

て
も
、
平
成
27
年
度
も
入
所
を
希
望

さ
れ
る
場
合
は
、
新
規
入
所
申
込
の

手
続
き
が
必
要
で
す
。

※

受
付
期
間
終
了
後
の
申
込
に
つ
い
て

は
、待
機
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
込
受
付
期
間

【お問い合わせ】
　　　福祉保健課 ☎49-3160
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去
る
平
成
24
年
８
月
に
可
決
・
成
立
し
た
「
子
ど
も
子
育
て
関
連
３
法
」
に
基
づ
く
「
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
新
制
度
」
が
、
平
成
27
年
４
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

　
保
育
所
の
利
用
に
あ
た
っ
て
は
、
教
育
・
保
育
の
必
要
性
　
に
応
じ
た
支
給
認
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
、

３
つ
の
認
定
区
分
に
分
け
て
認
定
証
を
交
付
し
て
い
き
ま
す
。
支
給
認
定
に
つ
い
て
は
、
保
育
所
の
入
所
申
請

と
と
も
に
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※

１
：
保
育
を
必
要
と
す
る
事
由

（
①
就
労
②
妊
娠
、
出
産
③
疾
病
、
障
が
い
④
親
族
の
介
護
・
看
護
⑤
災
害
復
旧
⑥
求
職
活
動
⑦
就
学
⑧
虐
待
・
Ｄ
Ｖ

の
お
そ
れ
⑨
育
児
休
業
取
得
時
の
保
育
の
継
続
利
用
の
必
要
性
⑩
そ
の
他)

※

２※

３
：
現
在
、
伊
江
村
に
は
「
認
定
こ
ど
も
園
」
「
地
域
型
保
育
事
業
所
」
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
◆
新
制
度
の
利
用
に
か
か
る
保
育
料

　
保
護
者
の
所
得
に
応
じ
た
支
払
い
が
基
本
と
な
り
ま
す
。

　
新
制
度
の
様
々
な
支
援
に
係
る
保
育
料
の
額
は
、
国
が
定
め
る
基
準
を
上
限
と
し
て
、
世
帯
の
村
民

税
に
応
じ
た
負
担
額(

応
能
負
担
）
と
な
り
ま
す
。
保
育
料
の
額
に
つ
い
て
は
現
在
調
整
中
で
す
が
、

前
年
度
と
同
水
準
に
な
る
予
定
で
す
。

　
◆
新
制
度
の
入
所
に
つ
い
て

　
保
育
所
の
入
所
に
つ
い
て
は
、
保
育
の
必
要
性
等
を
勘
案
し
た
ポ
イ
ン
ト
制
で
す
。

　
保
護
者
が
保
育
を
で
き
な
い
事
由
に
対
し
、
基
本
指
数
を
定
め
、
そ
の
事
由
の
状
態
に
よ
っ
て
加
点

し
、
父
母
等
の
保
護
者
の
合
計
点
が
高
い
方
か
ら
優
先
に
利
用
調
整
を
図
り
ま
す
。
利
用
調
整
に
つ
い

て
は
、
国
が
示
し
た
保
育
の
「
優
先
利
用
」
の
取
り
扱
い
と
も
連
動
し
た
利
用
調
整
を
行
い
ま
す
。

◎
平
成
27
年
度
か
ら
保
育
所
の
制
度
が
変
わ
り
ま
す
！

平成26年度 自衛官募集の案内について平成26年度 自衛官募集の案内について
1 募集項目　平成26年度陸上自衛隊高等工科学校生徒募集（男子）
受付期間：平成26年11月１日（土）～平成27年１月９日（金）
試 験 日：平成27年１月24日（土）
試験会場：自衛隊沖縄地方協力本部（那覇市）
受験資格：15歳以上17歳未満の男

2 募集項目　自衛官候補生（男子）
受付期間：平成26年12月13日（土）～平成27年１月13日（火）
試 験 日：平成27年１月17日（土）
身体検査：平成27年１月18日（日）
試験会場：自衛隊沖縄地方協力本部（那覇市）
受験資格：18歳以上27歳未満の男女

イベント情報　第19回名護ファミリーコンサート
内　　容：北部地域市民とのふれあい演奏
日　　時：平成27年１月30日（金）
時　　間：開場18時30分　開演19時
場　　所：名護市民会館大ホール

入場無料
※満員の際は、入場をお断りする場合があります。
※駐車場に限りがございますので、お乗り合せの上お早めにご来場ください。

問い合せ：沖縄地方協力本部　名護地域事務所　住所：名護市城1－12－13
　　　　　TEL：0980－52－4064（FAX兼用）　HP：http://www.mod.go.jp/pco/okinawa/

本部警察署からのお知らせ！！本部警察署からのお知らせ！！本部警察署からのお知らせ！！
平成27年1月10日（土）は
「110番の日」です。
～安心の 心をつなぐ 110番～

110番の正しい利用方法について
≪次のことを守りましょう≫

・落ち着いて事件事故を知らせる
・緊急以外は使わない
・いたずら電話は絶対にしない

緊急ではない
「困りごとや各種相談」は、
♯9110を
利用しましょう！！

支
給
認
定
区
分

１
　
号
　
認
　
定

２
　
号
　
認
　
定

３
　
号
　
認
　
定

対
象
と
な
る
子
ど
も

お
子
さ
ん
が
満
３
歳
以
上
で
教
育
を
希
望
さ
れ
る
場
合

お
子
さ
ん
が
満
３
歳
以
上
で「
保
育
の
必
要
な
事
由
」に

該
当
し
、保
育
所
等
で
の
保
育
を
希
望
さ
れ
る
場
合

お
子
さ
ん
が
満
３
歳
未
満
で「
保
育
の
必
要
な
事
由
」に

該
当
し
、保
育
所
等
で
の
保
育
を
希
望
さ
れ
る
場
合

幼
稚
園
、

認
定
こ
ど
も
園

保
育
所
、

認
定
こ
ど
も
園

保
育
所
、

認
定
こ
ど
も
園

地
域
型
保
育
事
業
所

利
用
で
き
る
主
な
施
設

※２

※1

※２※２

※3

●保育所入所申込の流れ（保育所等での保育を利用希望の場合）
①

〈保育の必要性〉の
認定申請及び〈保育
所入所申込〉を申請

②
認定証の交付
（2号認定・3号認定）

③
申告者の希望、保育所
等の状況などにより
調整後、入所決定

平
成
27
年
度

〈
保
育
所
入
所
申
込
〉

の
受
付
を
開
始
し
ま
す

　
１
月
５
日
（
月
）
か
ら

　
　
１
月
16
日
（
金
）
ま
で

※

申
込
書
等
は
福
祉
保
健
課
窓
口
か
、

各
保
育
所
で
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

※

入
所
申
込
受
付
の
順
番
は
入
所
選
考

に
影
響
し
ま
せ
ん
。

　
現
在
、
待
機
中
の
児
童
に
つ
き
ま
し

て
も
、
平
成
27
年
度
も
入
所
を
希
望

さ
れ
る
場
合
は
、
新
規
入
所
申
込
の

手
続
き
が
必
要
で
す
。

※

受
付
期
間
終
了
後
の
申
込
に
つ
い
て

は
、待
機
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
込
受
付
期
間

【お問い合わせ】
　　　福祉保健課 ☎49-3160
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私たちの生活を豊かにする私たちの生活を豊かにする

私たちの生活から｢見栄｣や｢無駄｣を省く、新生活運動。
明るい家庭を築き、村の限りない繁栄を図るため徹底
して守りましょう。

新生活実践運動新生活実践運動

伊江村新生活推進協議会伊江村新生活推進協議会

結婚披露宴
について

葬儀
について

七回忌
について

年忌焼香
について

出産･誕生祝い
について

封筒
について

葬儀
について

生年・米寿祝い
について

七回忌
について

合格･入学･13祝い
について

年忌焼香
について

出産･誕生祝い
について

封筒
について

結婚披露宴
について

1

2

3
葬儀
について

1

2

3
4

5

6

1

2
3
4

5

6

七回忌
について

1

2

3

1
2
3

年忌焼香
について

1

2

3

出産･誕生祝い
について

1
2

3
4 封筒

について

受付は必ず置き、祝儀はハダカ　　　
2,000円にしましょう。
記念品は廃止し、料理は簡素にしましょ
う。
会場（改善センター、公民館など）と家で
の二重祝いを自粛しましょう。

1

2

3
葬儀
について

1

2

3
4

5

6

生年・米寿祝い
について

1

2
3
4

5

6

生年祝いのお祝いは正月３日としましょ
う。
祝儀は2,000円にしましょう。
お返しは1,000円以内にしましょう。
お祝いの日（当日）以外、その前後の
お祝いのための祝賀訪問は遠慮しまし
ょう。
73歳生年祝い当令者は、なるべく記念
旅行を行うようにし、祝宴は自粛しましょ
う。
※平成16年度より73歳成年祝旅行助
　成金は廃止となりました。
努めて案内状を出すようにしましょう。

生年祝いのお祝いは正月３日としましょ
う。
祝儀は2,000円にしましょう。
お返しは1,000円以内にしましょう。
お祝いの日（当日）以外、その前後の
お祝いのための祝賀訪問は遠慮しまし
ょう。
73歳生年祝い当令者は、なるべく記念
旅行を行うようにし、祝宴は自粛しましょ
う。
※平成16年度より73歳成年祝旅行助
　成金は廃止となりました。
努めて案内状を出すようにしましょう。

七回忌
について

49日の七日ごとの焼香は初七日、四十
九日の２回のみ弔問とし、その他は家族
だけで行いましょう。
香典は2,000円とし、お返しは1,000
円以内にしましょう。
料理は準備しないで、茶菓子程度にしま
しょう。

1

2

3

合格･入学･13祝い
について
祝儀は2,000円にしましょう。
お返しは廃止しましょう。
料理は準備しないで、茶菓子程度にしま
しょう。

1
2
3

年忌焼香
について
香典は2,000円とし、お返しは1,000
円以内にしましょう。
料理は準備しないで、茶菓子程度にしま
しょう。
努めて案内状を出すようにしましょう。

1

2

3

出産･誕生祝い
について

祝儀は2,000円にしましょう。
出産祝いは婦人の見舞い程度にしまし
ょう。
お返しは1,000円以内にしましょう。
料理は準備しないで、茶菓子程度にしま
しょう。

受付は必ず置き、祝儀はハダカ　　　
2,000円にしましょう。
記念品は廃止し、料理は簡素にしましょ
う。
会場（改善センター、公民館など）と家で
の二重祝いを自粛しましょう。

葬儀を行う家庭は、告別式の時間を自
宅の門に掲示しましょう。
告別式は聖苑で行い、受付けを置き、
香典は従来どおりハダカ　　　　　　
1,000円にしましょう。
お礼状、お返し等は廃止しましょう。
告別式の供花は廃止し、聖苑の備えつ
けの花を使用しましょう。
告別式には葬儀屋や寺院の僧、宗教関
係者等第三者を雇わないようにしまし
ょう。
葬儀車が確保できない場合は、聖苑の
車を使用してください。　　　　　　
但し、運転手は関係者で行い、有料と
なります。

葬儀を行う家庭は、告別式の時間を自
宅の門に掲示しましょう。
告別式は聖苑で行い、受付けを置き、
香典は従来どおりハダカ　　　　　　
1,000円にしましょう。
お礼状、お返し等は廃止しましょう。
告別式の供花は廃止し、聖苑の備えつ
けの花を使用しましょう。
告別式には葬儀屋や寺院の僧、宗教関
係者等第三者を雇わないようにしまし
ょう。
葬儀車が確保できない場合は、聖苑の
車を使用してください。　　　　　　
但し、運転手は関係者で行い、有料と
なります。

49日の七日ごとの焼香は初七日、四十
九日の２回のみ弔問とし、その他は家族
だけで行いましょう。
香典は2,000円とし、お返しは1,000
円以内にしましょう。
料理は準備しないで、茶菓子程度にしま
しょう。

祝儀は2,000円にしましょう。
お返しは廃止しましょう。
料理は準備しないで、茶菓子程度にしま
しょう。

香典は2,000円とし、お返しは1,000
円以内にしましょう。
料理は準備しないで、茶菓子程度にしま
しょう。
努めて案内状を出すようにしましょう。

祝儀は2,000円にしましょう。
出産祝いは婦人の見舞い程度にしまし
ょう。
お返しは1,000円以内にしましょう。
料理は準備しないで、茶菓子程度にしま
しょう。

1
2

3
4 封筒

について

村内における冠婚葬祭は、
新生活推進協議会で決められ
ている封筒を使用しましょう。

村内における冠婚葬祭は、
新生活推進協議会で決められ
ている封筒を使用しましょう。

　スサカ処分場に搬入できるものは、剪定草、草木等であります。家庭から出されるゴミ
は指定袋を使用し分別を行い、各行政区の指定された回収日に排出するようお願いします。
　また、年末・年始における各施設の日程は下記のとおりです。

ゴミ処分場の年末・年始の運営日程について

49-3162役場  建設課 Ｅ&Ｃセンター 50-6550お問い合わせ先

施設名

Ｅ&Ｃセンター

産廃処分場

スサカ処分場

業務終了 業務開始

午後5時

午後5時

午後6時

12月31日 1月5日

平成27年 成人式のお知らせ
日時：平成27年1月4日（日）午後2時～
場所：伊江村農村環境改善センターホール
対象：平成6年4月2日生まれ～平成7年4月1日生まれ（伊江中卒第62期）

平成27年 新年交歓会のお知らせ
日時：平成27年1月5日（月）午後5時～
場所：伊江村農村環境改善センターホール
会費：1,000円
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私たちの生活を豊かにする私たちの生活を豊かにする

私たちの生活から｢見栄｣や｢無駄｣を省く、新生活運動。
明るい家庭を築き、村の限りない繁栄を図るため徹底
して守りましょう。

新生活実践運動新生活実践運動

伊江村新生活推進協議会伊江村新生活推進協議会

結婚披露宴
について

葬儀
について

七回忌
について

年忌焼香
について

出産･誕生祝い
について

封筒
について

葬儀
について

生年・米寿祝い
について

七回忌
について

合格･入学･13祝い
について

年忌焼香
について

出産･誕生祝い
について

封筒
について

結婚披露宴
について

1

2

3
葬儀
について

1

2

3
4

5

6

1

2
3
4

5

6

七回忌
について

1

2

3

1
2
3

年忌焼香
について

1

2

3

出産･誕生祝い
について

1
2

3
4 封筒

について

受付は必ず置き、祝儀はハダカ　　　
2,000円にしましょう。
記念品は廃止し、料理は簡素にしましょ
う。
会場（改善センター、公民館など）と家で
の二重祝いを自粛しましょう。

1

2

3
葬儀
について

1

2

3
4

5

6

生年・米寿祝い
について

1

2
3
4

5

6

生年祝いのお祝いは正月３日としましょ
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ょう。
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旅行を行うようにし、祝宴は自粛しましょ
う。
※平成16年度より73歳成年祝旅行助
　成金は廃止となりました。
努めて案内状を出すようにしましょう。
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ょう。
73歳生年祝い当令者は、なるべく記念
旅行を行うようにし、祝宴は自粛しましょ
う。
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九日の２回のみ弔問とし、その他は家族
だけで行いましょう。
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車を使用してください。　　　　　　
但し、運転手は関係者で行い、有料と
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葬儀を行う家庭は、告別式の時間を自
宅の門に掲示しましょう。
告別式は聖苑で行い、受付けを置き、
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車を使用してください。　　　　　　
但し、運転手は関係者で行い、有料と
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九日の２回のみ弔問とし、その他は家族
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しょう。

祝儀は2,000円にしましょう。
お返しは廃止しましょう。
料理は準備しないで、茶菓子程度にしま
しょう。

香典は2,000円とし、お返しは1,000
円以内にしましょう。
料理は準備しないで、茶菓子程度にしま
しょう。
努めて案内状を出すようにしましょう。

祝儀は2,000円にしましょう。
出産祝いは婦人の見舞い程度にしまし
ょう。
お返しは1,000円以内にしましょう。
料理は準備しないで、茶菓子程度にしま
しょう。

1
2

3
4 封筒

について
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村内における冠婚葬祭は、
新生活推進協議会で決められ
ている封筒を使用しましょう。

　スサカ処分場に搬入できるものは、剪定草、草木等であります。家庭から出されるゴミ
は指定袋を使用し分別を行い、各行政区の指定された回収日に排出するようお願いします。
　また、年末・年始における各施設の日程は下記のとおりです。

ゴミ処分場の年末・年始の運営日程について

49-3162役場  建設課 Ｅ&Ｃセンター 50-6550お問い合わせ先

施設名

Ｅ&Ｃセンター

産廃処分場

スサカ処分場

業務終了 業務開始

午後5時

午後5時

午後6時

12月31日 1月5日

平成27年 成人式のお知らせ
日時：平成27年1月4日（日）午後2時～
場所：伊江村農村環境改善センターホール
対象：平成6年4月2日生まれ～平成7年4月1日生まれ（伊江中卒第62期）

平成27年 新年交歓会のお知らせ
日時：平成27年1月5日（月）午後5時～
場所：伊江村農村環境改善センターホール
会費：1,000円

★陸　上　競　技 11 ／ 22・23日　沖縄市陸上競技場
選　　手　　名 種　　目 順　位 記　　　録

渡久地　真　吾
100M 準決組５位 11″64

4×100mR（１走） ４位 42″15

新　崎　哲　司
4×100mR（３走） ４位 42″15
4×400mR（１走） ２位 3′24″35

内　間　未羅之
棒　高　跳　び ２位 ４m70

4×400mR（３走） ２位 3′24″35
万　寿　星　陽 走　幅　跳 16位 ５m77

渡久地　希　里
100m １位 12″54
200m １位 26″14

4×100mR（２走） ２位 52″33

仲　村　愛　里
400m ４位 64″24

走　幅　跳 ５位 ５m03
4×100mR（１走） ２位 52″33

石　新　　　恵 円　盤　投 ５位 31m18
平　敷　杏　里 砲　丸　投 ３位 11m90
平　良　奈　々 走　高　跳 ５位 １m35
兼謝名　俊　作 30代走高跳 １位 １m76

名渡山　真梨子
30代女 100m 予選４位 15″06

年別４×100mR（３走） ２位 55″60
小波津　一　也 40代走幅跳 ５位 ５m41

★相　　撲 11 ／ 22　うるま市相撲場
部　　　門 順　　位 出　場　選　手

団　体　の　部 ７位 玉城　歩、東江弘幸、大城　玄

個人の部（青年）
２位 玉城　歩
３位 大城　玄

個人の部（一般） 照喜名清貴、宮城弘知、東江弘幸
玉城慎悟、前田将太、知念　優　

★女子ソフトボール 11 ／ 22・23日　北谷球場ほか
島　袋　千　香 ２位 国　頭　郡

平成26年度　第66回沖縄県民体育大会　成績表
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満１歳

玉城 華奈紗（かなさ）ちゃん
性別：女
生年月日：平成25年12月11日生
母：玉城 志津香
行政区：東江前
音楽だいすき、かなさ♡
明るく優しい女の子に
なってネ(^^)♪

金城 翔星（しょっと）くん
性別：男
生年月日：平成25年12月19日生
父：金城 雅人
母：金城 梓
行政区：川平
たくさんの笑顔と幸せを
ありがとう。元気で素直な
子に育ってね。
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フェリー年末年始運航時間フェリー年末年始運航時間フェリー年末年始運航時間
12月３１日（水曜日）～１月３日（土曜日）

車両航送のご協力について
１．車両航送は、要予約になります。
２．航送券は、出航の１時間前から30分前までに、購入してください。
３．航送券購入後は、出航20分前までに定められた場所で車両は待機してください。
　　尚、出航20分前までに待機所にいない車両については、スペース待ちの車両を繰り上げて航

送しますのでご注意ください。
４．お帰りの際は、30分前までに、港内窓口係り員の検認を受
けてください。

５．予約後のキャンセルについては、事務所まで連絡するよう
お願いしていますが、スペースまちのお客様も同様、連絡
くださいますようお願い致します。

　お問い合わせ先　伊江港　0980－49－2255（事前予約）
　　　　　　　　　本部港　0980－47－3940（当日予約）

便 伊 江 港 発 本 部 港 発

1

2

3

4

5

6

7

8

8 : 0 0

9 : 0 0

1 0 : 0 0

1 1 : 0 0

1 3 : 0 0

1 4 : 0 0

1 5 : 0 0

1 6 : 0 0

9 : 0 0

1 0 : 0 0

1 1 : 0 0

1 3 : 0 0

1 4 : 0 0

1 5 : 0 0

1 6 : 0 0

1 7 : 0 0

　伊江排球同好会（宮里徳尚会長）主催
の第38回伊江中卒各期対抗排球大会が、

11月23日伊江中学校体育館を主会場に開催されました。大会最年少の中学３年生、67期生を皮切り
に最年長37期生まで19チームが出場し各期生親睦を深めました。珍プレー、好プレーの連続に各会
場大盛り上がりの大会となりました。決勝では、シ
ョーニン（生年祝い）をひかえ初優勝に燃える47期生
と、２度目の優勝を目指す54期生の対決となり、ス
トレートで54期生が３年ぶり２度目の優勝に輝きま
した。54期生主将の大城達哉選手は「昨年は準優勝
と悔しい思いをした。練習から力を入れた結果が優
勝につながったと思う。来年は連覇を目指して頑張
りたい。本当に嬉しい。」と喜びを語りました。
【各結果】優勝　54期・準優勝　47期・３位　45期
　　　　　男子最優秀選手　54期　宮城　弥海・女子最優秀選手　47期　小橋川鈴香

第38回 伊江中卒各期対抗排球大会

　村立東保育所の平成
26年度おゆうぎ会が12

月13日伊江村農村環境改善センターで開催されました。０歳児
から５歳児までの入所児童が日ごろ練習してきた歌や踊り、オ
ペレッタなどを一生懸命披露しました。
　年長組になるさくら１組の児童らは琉球舞踊のかぎやで風や
国指定重要無形民俗文化財である伊江島の村踊を披露し、大人
顔負けの踊りに会場からは大歓声が送られました。会場には児童の両親や祖父母ら関係者が詰め
かけ、我が子の晴れ舞台をビデオやカメラで撮影する人々が多く見られました。

東保育所おゆうぎ会東保育所おゆうぎ会東保育所おゆうぎ会

3年振り2度目の優勝を果たした54期生のメンバーら

　11月14～16日の３日間、沖縄セルラーパーク
那覇で「～カタチで伝える島のココロ～離島フェア

2014」が開催されました。村内からは離島食堂や特産品販売で８業者が出店し、優良特産品部門
で（有）タマレンタ企画の「小麦チップスケックン」が優秀
賞に選ばれ、株式会社伊江島物産センターからも「ケインシ
ロップ（さとうきびシロップ）」が特別賞に選ばれました。
　また絵画コンクールでも、西小学校２年生藤井翔馬君の「伊
江島フェリー」が優秀賞、フォトコンテストでは金城幸人さ
んの「夕日とテッポウユリ」と儀間丹生奈さんの「孫へ伝え
る島の心」が特別賞を受賞されました。
　他にも村内から東江上区の民俗芸能や郷友会による踊り、
伊江島出身の知念こずえさんのラジオゲストライブで会場は大変盛り上がりました。

離島フェア2014
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る島の心」が特別賞を受賞されました。
　他にも村内から東江上区の民俗芸能や郷友会による踊り、
伊江島出身の知念こずえさんのラジオゲストライブで会場は大変盛り上がりました。
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（9） 伊江島広報




